
保
険
法
案
及
び
保
険
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
及
び
関
係
者
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

保
険
給
付
の
履
行
期
に
関
し
て
、
保
険
者
に
よ
る
支
払
拒
絶
事
由
等
の
調
査
及
び
支
払
い
の
可
否
に
関
す
る
回
答
が
迅
速

か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
べ
き
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

二

保
険
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
に
お
け
る
「
相
当
の
期
間
」
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
契
約
類
型
ご
と
に
確
認
を
要
す
る
事
項
を
具
体
的
に
示
す
な
ど
し
た
約
款
を
作
成
す
る

よ
う
指
導
監
督
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
際
、
現
行
約
款
が
規
定
す
る
損
害
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
三
十
日
、
生
命
保
険
契
約

に
あ
っ
て
は
五
日
、
傷
害
疾
病
定
額
保
険
に
あ
っ
て
は
三
十
日
の
各
期
限
が
「
相
当
の
期
間
」
の
一
つ
の
目
安
と
な
る
こ
と

を
前
提
に
、
そ
の
期
限
を
不
当
に
遅
滞
さ
せ
る
よ
う
な
約
款
を
認
可
し
な
い
こ
と
。



三

重
大
事
由
に
よ
る
解
除
（
保
険
法
第
三
十
条
第
三
号
、
第
五
十
七
条
第
三
号
及
び
第
八
十
六
条
第
三
号
）
に
関
し
て
は
、

保
険
金
不
払
い
の
口
実
と
し
て
濫
用
さ
れ
た
実
態
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
十
条
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号
等
に
匹
敵
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
険
者
が
重
大
事
由
を
知
り
、
又

は
知
り
得
た
後
は
、
解
除
が
合
理
的
期
間
内
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
政
府
は
、
保
険
者
を
適
切
に
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。

四

約
款
は
保
険
者
に
よ
り
一
方
的
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
複
雑
・
難
解
で
あ
る
こ
と
並
び
に
多
様
化
し
た
商
品
の
内

容
及
び
保
険
事
故
に
関
す
る
一
般
的
・
専
門
的
情
報
等
が
保
険
者
側
に
偏
在
し
て
い
る
事
実
に
か
ん
が
み
、
保
険
契
約
者
等

の
保
護
に
欠
け
る
条
項
、
不
明
確
な
条
項
、
保
険
契
約
者
等
の
合
理
的
期
待
に
反
す
る
条
項
等
が
生
じ
な
い
よ
う
、
約
款
の

作
成
又
は
認
可
に
当
た
り
充
分
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
約
款
の
認
可
、
監
督
に
当
た
っ
て
は
、
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
指
針
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
。

五

雇
用
者
が
保
険
金
受
取
人
と
な
る
団
体
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
と
な
る
被
用
者
か
ら
の
同
意
の
取
得
に

際
し
て
は
当
該
被
用
者
が
、
保
険
給
付
の
履
行
を
行
う
に
際
し
て
は
そ
の
家
族
が
、
保
険
金
受
取
人
や
保
険
金
の
額
等
の
契



約
の
内
容
を
認
識
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
他
人
の
生
命
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
保
護
に
も
と

る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

六

告
知
に
関
す
る
規
定
を
含
め
多
く
の
片
面
的
強
行
規
定
を
設
け
る
な
ど
し
て
保
険
契
約
者
等
を
保
護
す
る
た
め
に
保
険
法

が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
立
法
趣
旨
が
保
険
者
に
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
こ
の
よ
う
な
立
法
趣
旨
を
踏

ま
え
て
監
督
基
準
の
見
直
し
を
行
い
、
ま
た
、
当
該
立
法
趣
旨
や
遺
言
に
よ
る
保
険
金
受
取
人
の
変
更
な
ど
の
新
た
に
設
け

ら
れ
た
制
度
の
内
容
が
消
費
者
に
十
分
認
識
さ
れ
る
よ
う
、
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。

七

保
険
法
が
、
保
険
契
約
、
共
済
契
約
等
の
契
約
に
関
す
る
規
律
を
定
め
る
法
律
で
あ
っ
て
、
組
織
法
や
監
督
法
の
一
元
化

を
図
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


